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未来に残そう地球の資源
～環境に配慮した設備などに助成～
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環境に配慮した設備などの助成内容

助　　　　成　　　　金　　　　額

設置費の３分の１、限度額１万円  

発電能力１ｋｗにつき３万円、限度額１０万円

１施設につき３万円　　

発電能力１ｋｗにつき３万円、限度額９万円

通常車との差額に０．２を乗じた額、
限度額１０万円

購入価格の２分の１、　限度額１万円

ＣＯ2冷媒ヒートポンプ給湯器
(エコキュート)

１施設につき２万円

潜熱回収型給湯器 １施設につき３千円

ガスエンジン給湯器 １施設につき２万円

高効率
給湯器

種　　　　　　別

風力発電施設

太陽熱利用施設
（集熱器と蓄熱槽で構成され、給湯・
冷暖房等に利用するシステムが対象）

太陽光発電施設

雨水貯留施設

低公害車

省 エ ネ ナ ビ

（電気自動車・天然ガス自動車・
メタノール自動車が対象)

生ごみ処理機の補助制度

補助対象台数
（1世帯・1事業所につき）

補 助 額

電　　動　　式
（ディスポーザーを除く）

１台
購入価格の２分の１以内
(限度額４万円）

た　い　肥　式
（コンポスト・EM容器）

２台
（屋外型・屋内型合わせて）

１台につき購入価格の３分の２以内
（限度額３千円）

※申し込み前に処理機を購入した場合は、補助を受けることができません。

きれいなまちづくり活動への補助
○対象団体

自治会・老人会・子ども会・ＰＴＡ・ＮＰＯ法人で、

次の条件を満たした団体（事前に登録が必要）

①市内を拠点に活動し、10人以上で構成

②代表者・会計責任者が市内在住

③月１回以上きれいなまちづくり活動を実施する

○活動内容

・地域の道路・歩道・広場などの清掃

・不法投棄防止のパトロール・監視

・駅前や繁華街など不特定多数の人が集まる場所の清掃

・ごみの散乱防止用の花プランターなど設置

・ごみの減量化、資源化のための分別・啓発

○奨励金
3,000円／月（上限36,000円／年）
※四半期ごとに活動時の写真を添付した
　　交付請求書兼事業報告書で申請
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